
閣議及び閣僚懇談会議事録 

開催日時：平成３０年４月１３日（金）  ８：１３～８：２１ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

野 田 聖 子 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（法務大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（外務大臣） 

林   芳 正 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣，内閣府特命担当大臣） 

齋 藤   健 国務大臣（農林水産大臣） 

世 耕 弘 成 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

中 川 雅 治 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

小野寺 五 典 国務大臣（防衛大臣） 

菅   義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

吉 野 正 芳 国務大臣（復興大臣） 

小此木 八 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

福 井   照 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

松 山 政 司 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣 

陪 席 者：西 村 康 稔 内閣官房副長官 

野 上 浩太郎 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ２件 

○国会提出案件   １６件 

○公布（法律）    ３件 

○政令        ３件 

○人事        ５件 

  いずれも，案件表のとおり，決定となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。

まず，閣議案件について，西村副長官から御説明申し上げます。

○西村内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「希少野生動植物

種保存基本方針」の変更について，御決定をお願いいたします。本件は，種の保存

法の改正内容等を反映し，認定希少種保全動植物園等に関する基本的事項を追加す

る等の変更を行うものであります。

  次に，「日米地位協定」第２条に基づく，米軍使用施設・区域の新規提供につい

て，御決定をお願いいたします。今回の案件は，米陸軍が単独訓練を実施するため，

福岡県春日市の「福岡駐屯地」を新規提供するものであります。 

  次に，再生可能エネルギー特別措置法に基づく国会報告について，御決定をお願

いいたします。本件は，経済産業大臣が調達価格等算定委員会の意見を聴いて定め

た平成３０年度以降の調達価格等について国会に報告するものであります。 

  次に，質問主意書に対する答弁書１５件について，お手元の資料のとおり，御決

定をお願いいたします。 

  次に，法律の公布について，御決定をお願いいたします。「国際観光振興法の一部

改正法」外２件が，１１日までの衆議院及び参議院本会議において，可決成立した

ものであります。 

  次に，政令３件について，御決定をお願いいたします。まず，国際観光振興法の

一部改正法の関係政令２件について，申し上げます。「独立行政法人の組織，運営及

び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令」は，独立行政法人 

国際観光振興機構に関する規定の整理を行うものであり，「国土交通省組織令の一

部を改正する政令」は，観光庁観光戦略課の所掌事務を変更する措置を講ずるもの

であります。 

  次に，「国際観光旅客税法施行令」は，国際観光旅客税について，国際船舶等の範

囲から除かれる船舶等の範囲等を定めるものであります。 

  次に，人事案件について，申し上げます。まず，立花宏を人事官及び国家公務員

倫理審査会委員に任命することについて，御決定をお願いいたします。 

  次に，アメリカ合衆国駐箚大使佐々江賢一郎外２名を願いに依り免ずることにつ

いて，御決定をお願いいたします。 

  次に，日本銀行総裁黒田東彦に，国際通貨基金総務会総務代理たる日本政府代表

代理等を命ずること，外１件について，御決定をお願いいたします。 

  次に，馬場邦宜外１９２名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，農林水産大臣から御発言がございます。

○齋藤国務大臣：４月１５日から５月１４日までの１か月間は，「みどりの月間」であ

り，この間，緑の募金運動を重点的に展開することとしております。

 緑の募金は，国民の自発的な森林整備活動を推進するものであります。各大臣に

おかれましては，「みどりの月間」の最初の１週間である４月１５日から４月２１日

まで，緑の羽根を御着用いただき，運動に御協力を賜りますよう，お願い申し上げ
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ます。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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平成30年 

４月 13日 

◎一般案件

○希少野生動植物種保存基本方針の変更について

（決定） （環境省） 

〃 ○「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び

安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに

日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」

第２条に基づく施設及び区域の新規提供について

（決定）              （防衛省）

◎国会提出案件

   ○電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第３条第９項，第４条第４項

及び第５条第６項の規定に基づく報告について

（決定）            （経済産業省）

1. 衆議院議員逢坂誠二（立憲）提出「魔法にか

けられることで出産した（岡山理科大獣医学

部 ）」 との発言に対する政府の受けとめに関

〃 ○ する質問に対する答弁書について（決定）

（内閣府本府）

1. 衆議院議員櫻井周（立憲）提出地方議会の正

副議長選挙の立候補制に関する質問に対する

答弁書について（決定）     （総務省）

1. 衆議院議員古本伸一郎（希望）提出たばこ税

のあり方に関する質問に対する答弁書につい

て（決定）           （財務省）

1. 衆議院議員初鹿明博（立憲）提出加計グルー

プの専修学校が開校前に廃止となったことに

関する質問に対する答弁書について（決定）

（文部科学省）

1. 衆議院議員城井崇（希望）提出学校施設の老

朽化対策の促進に関する質問に対する答弁書

について（決定）         （同上）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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1. 衆議院議員長尾秀樹（立憲）提出子どもの貧

困対策に関する質問に対する答弁書について

（決定）          （厚生労働省）

1. 衆議院議員古本伸一郎（希望）提出所得税に

関する質問に対する答弁書について（決定）

 （同上） 

1. 衆議院議員関健一郎（希望）提出外国人技能

実習生に対する社会保障に関する質問に対す

る答弁書について（決定）     （同上）

1. 衆議院議員初鹿明博（立憲）提出「健康増進

法の一部を改正する法律案 」， 「諸外国にお

ける加熱式たばこの販売状況 」， 「米国にお

ける加熱式たばこの販売承認」及び「米国に

おけるニコチン量の規制」に関する質問に対

する答弁書について（決定）    （同上）

1. 衆議院議員長妻昭（立憲）提出裁量労働制等

のデータについての安倍首相発言等に関する

質問に対する答弁書について（決定 )( 同上）

1. 衆議院議員関健一郎（希望）提出ＥＴＣ２．０

搭載車を限定とした高速道路一時退出実験に

関する質問に対する答弁書について（決定）

（国土交通省） 

1. 参議院議員糸数慶子（沖縄）提出米軍の訓練

空域に関する質問に対する答弁書について

（決定）             （同上）

1. 衆議院議員逢坂誠二（立憲）提出イラク復興

支援特措法に基づいて派遣された陸上自衛隊

の日報問題に関する質問に対する答弁書につ

いて（決定）          （防衛省）

1. 衆議院議員逢坂誠二（立憲）提出イラク復興

支援特措法に基づいて派遣された航空自衛隊

の日報に関する質問に対する答弁書について

（決定）             （同上）

1. 衆議院議員逢坂誠二（立憲）提出自衛隊にお

けるシビリアンコントロールの機能不全に関

する質問に対する答弁書について（決定）

（同上） 
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◎公布（法律）

1. 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進によ

☆ る国際観光の振興に関する法律の一部を改正

する法律（決定）

1. 裁判所職員定員法の一部を改正する法律

（決定）

1. 国際観光旅客税法（決定）

◎政  令 

   ○独立行政法人の組織，運営及び管理に係る共通的

な事項に関する政令の一部を改正する政令

（決定）              （総務省）

〃 ○国土交通省組織令の一部を改正する政令（決定）

（国土交通省） 

〃 ○国際観光旅客税法施行令（決定）  （財務省） 

◎人  事 

   ○立花 宏を人事官に任命することについて 

（決定） 

〃 ○人事官立花 宏を国家公務員倫理審査会委員に任 

命することについて（決定） 

〃 ○特命全権大使佐々江賢一郎外２名を願に依り免ず

ることについて（決定）

〃 ☆日本銀行総裁黒田東彦に国際通貨基金総務会総務

代理たる日本政府代表代理等を命じ，経済産業省

商務情報政策局商務・サービスグループ国際博覧

会交渉官中村富安の２０１７年アスタナ国際博覧

会に対する陳列区域日本政府委員たる日本政府代

表を免ずることについて（決定）

〃 ☆元海上保安官馬場邦宜外１９２名の叙位又は叙勲

について（決定）

〔○署名あり ☆署名なし〕

資 料
な し

資 料
あ り

資 料
あ り
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